
 

盗
難
自
動
車
の
解
体
及
び
輸
出
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
案 

 
 
 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
盗
難
自
動
車
の
解
体
及
び
輸
出
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
三
重
県
条

例
第
二
十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
自
動
車
及
び
自
動
車
部
品
） 

第
二
条 

条
例
第
二
条
第
一
項
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

二
輪
自
動
車
（
側
車
付
二
輪
自
動
車
を
含
む
。
） 

二 

被
け
ん
引
自
動
車 

２ 

条
例
第
二
条
第
二
項
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
部
品
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す 

 
 

る
原
動
機 

二 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
動
力
伝
達
装
置
の
う
ち
、
ク
ラ
ッ
チ
、 

ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
プ
ロ
ペ
ラ
・
シ
ャ
フ
ト
、
デ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル 

三 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
走
行
装
置
の
う
ち
、
フ
ロ
ン
ト
・
ア
ク

ス
ル
、
懸
架
装
置
、
リ
ア
・
ア
ク
ス
ル
・
シ
ャ
フ
ト 

（
届
出
の
方
法
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
自
動
車
解
体
業
を
開
始
し
よ
う
と
す

る
日
の
前
日
（
当
該
日
が
三
重
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
三
重
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第

一
項
に
掲
げ
る
休
日
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
日
の
前
日
）
ま
で
に
、
公
安
委
員
会
に
、
主
た
る
事
業

所
の
所
在
地
の
所
轄
警
察
署
長
を
経
由
し
て
、
様
式
第
一
号
の
事
業
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。 

２ 

公
安
委
員
会
は
、
前
項
（
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
事
業
届
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
届
出
番
号
を
記
載
し
た
様

式
第
二
号
の
届
出
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
届
出
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
届
出
証
明
書
を
亡
失
し
、
又
は
滅
失
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
様
式
第
三
号
の
届
出
証
明
書
再
交
付
申
請
書
を
第
一
項
の
公
安
委
員
会
に
提
出
し
、
届
出

証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
は
、
条
例
第
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
「
特
定
自
動
車
解
体
業
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
前
日
（
当
該
日
が
三
重
県
の
休

日
を
定
め
る
条
例
第
一
条
第
一
項
に
掲
げ
る
休
日
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
日
の
前
日
）
ま
で
に
」
と

あ
る
の
は
、
「
変
更
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
四
日
（
当
該
届
出
書
に
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合

に
あ
っ
て
は
、
二
十
日
）
以
内
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

条
例
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
届
出
の
区
分
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。 

一 

条
例
第
三
条
第
一
項
前
段
の
場
合 

特
定
自
動
車
解
体
業
の
開
始
年
月
日
及
び
事
業
所
の
使
用
に



 

つ
い
て
の
権
原 

二 
条
例
第
三
条
第
一
項
後
段
の
場
合 

変
更
に
係
る
変
更
年
月
日
、
変
更
事
項
及
び
変
更
の
事
由 

６ 

第
一
項
の
事
業
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
届
出
書
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

事
業
開
始
届
出
の
場
合 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

特
定
自
動
車
解
体
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
外
国
人
に
あ
っ
て

は
、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
） 

ロ 

特
定
自
動
車
解
体
業
を
営
も
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
代

表
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し 

ハ 

事
業
所
の
使
用
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類 

二 

事
業
変
更
届
出
の
場
合 

 

イ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
面 

ロ 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の 

７ 

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
様
式
第
四
号
の
届
出
通
知
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

 

（
標
識
の
様
式
等
） 

第
四
条 

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
標
識
の
様
式
は
、
様
式
第
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
四
条
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

届
出
番
号 

 

二 

特
定
自
動
車
解
体
業
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
） 

 

三 

事
業
所
に
お
け
る
事
業
の
概
要 

（
従
業
者
名
簿
の
様
式
等
） 

第
五
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
名
簿
の
様
式
は
、
様
式
第
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
五
条
に
規
定
す
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の

他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
同
条
に
規
定

す
る
当
該
事
項
が
記
録
さ
れ
た
名
簿
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
従
業
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、

国
籍
、
採
用
年
月
日
及
び
従
事
す
る
業
務
の
内
容
と
す
る
。 

４ 

条
例
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
に
よ
り
、
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

在
留
期
間 

次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
う
。 

イ 

旅
券
（
入
管
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
） 



 

ロ 

在
留
カ
ー
ド
（
入
管
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
六
条
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

ハ 
在
留
資
格
証
明
書
（
入
管
法
第
二
十
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
） 

二 

入
管
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
格
外
活
動
許
可
の
有
無 

次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ

か
に
よ
り
行
う
。 

イ 

前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令

第
五
十
四
号
）
第
十
九
条
第
四
項
の
証
印
が
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

ロ 

前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類 

ハ 

資
格
外
活
動
許
可
書
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す

る
も
の
を
い
う
。
） 

ニ 

就
労
資
格
証
明
書
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）

第
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
） 

三 

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例

法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者 

特
別
永
住
者
証
明
書
（
同
法
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
） 

 

（
相
手
方
等
の
確
認
方
法
） 

第
六
条 

条
例
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
よ
り
、
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

相
手
方
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日 

運
転
免
許
証
、
在
留
カ
ー
ド
そ
の
他
の
相
手
方
の
氏
名
、

住
所
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る
書
類 

二 

自
動
車
の
所
有
者
及
び
車
台
番
号 

道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
検

査
証
、
同
法
第
六
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
返
納
証
明
書
又
は
道
路
運
送
車
両
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
二
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
登
録
識
別
情

報
等
通
知
書
そ
の
他
の
当
該
自
動
車
の
所
有
者
及
び
車
台
番
号
を
証
す
る
書
類 

三 

相
手
方
が
自
動
車
を
引
き
渡
す
権
原
を
有
す
る
こ
と 

委
任
状
、
道
路
運
送
車
両
法
第
三
十
三
条

に
規
定
す
る
譲
渡
証
明
書
そ
の
他
の
相
手
方
が
当
該
自
動
車
を
引
き
渡
す
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
類 

 

（
引
取
記
録
の
作
成
方
法
） 

第
七
条 

条
例
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
引
取
記
録
の
様
式
は
、
様
式
第
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
記
録
の
作
成
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

３ 

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
引
取
記
録
の
保
存
は
、
主
た
る
事
業
所
に
備
え
付
け
る
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
保
管
命
令
の
方
法
） 

第
八
条 

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
様
式
第
八
号
の
保
管
命
令
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
指
示
及
び
停
止
命
令
の
方
法
） 



 

第
九
条 

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
様
式
第
九
号
の
指
示
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

２ 

条
例
第
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
様
式
第
十
号
の
指
示
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

３ 

条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
様
式
第
十
一
号
の
営
業
停
止
命
令
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

 

（
公
表
の
方
法
） 

第
十
条 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
様
式
第
十
二
号
の
勧
告
書
を
交
付
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

（
中
古
自
動
車
輸
出
業
者
等
に
関
す
る
準
用
規
定
） 

第
十
一
条 

第
三
条
第
一
項
、
第
五
項
第
一
号
及
び
第
六
項
第
一
号
の
規
定
は
中
古
自
動
車
輸
出
業
を
営

も
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
五
項
第
二
号
、
第
六
項
第
二
号
及

び
第
七
項
並
び
に
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
中
古
自
動
車
輸
出
業
者
に
つ
い
て
、
第
九
条
の

規
定
は
中
古
自
動
車
輸
出
業
者
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
に
つ
い
て
、
前
条
の
規

定
は
中
古
自
動
車
輸
出
業
者
に
土
地
又
は
建
物
を
貸
し
付
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
五
項
第
一
号
中
「
条
例
第
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
条
例

第
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
第
二
号
中
「
条
例
第
三
条
第
一
項
後
段
」
と

あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
一
項
後
段
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
条
例
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
と

あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
条
例
第
三
項
第
二
項
」
と
あ
る

の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
二
項
」
と
、
第
四
条
中
「
条
例
第
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
四
条
」
と
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
条
例
第
五
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
条

例
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
条
例
第
五
条
第
二
号
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条

第
二
項
各
号
」
と
、
同
項
第
一
号
ロ
中
「
第
六
条
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
六
条
第
一
号
」
と
、
第
六
条
中
「
条
例
第
六
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
六
条
第
一
項
各
号
」
と
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
中
「
条

例
第
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
六
条
第
二
項
」

と
、
「
第
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
二
項
」
と
、
第
八

条
中
「
条
例
第
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
八
条
」
と
、

第
九
条
第
一
項
中
「
条
例
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
九
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
条
例
第
九
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
九
条
第
七
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
条
例
第
十
条
」
と
あ
る
の
は

「
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
条
」
と
、
第
十
条
第
一
項
中
「
条
例
第
十
二



 

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
一
項
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
条
例
第
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
報
告
及
び
資
料
の
提
出
の
方
法
） 

第
十
二
条 

条
例
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
は
、
様
式
第
十
三
号
の
報
告
・
資

料
提
出
要
求
書
に
よ
り
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
身
分
を
示
す
証
明
書
） 

第
十
三
条 

条
例
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
条
例
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
（
第
七

項
を
除
く
。
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 


